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サ
ー
ビ
ス
の
使
い
方

　

介
護
や
支
援
が
必
要
と
感
じ
た
ら
、
次
の

よ
う
な
流
れ
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

❶
要
介
護
認
定
を
受
け
ま
す

⑴�

本
人
ま
た
は
家
族
が
、
介
護
保
険
課
・
各

総
合
支
所
・
出
張
所
お
よ
び
※
ぴ
っ
た
り

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
要
介
護
認
定
の
申
請

を
し
ま
す
。

※�

国
が
運
営
す
る
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
電

子
申
請
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
利

用
す
る
際
は
本
人
確
認
の
た
め
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

⑵�

調
査
員
が
訪
問
し
、
心
身
の
状
態
に
つ
い

て
本
人
や
家
族
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行

い
ま
す
。

⑶�

訪
問
調
査
の
結
果
と
主
治
医
の
意
見
書
を

も
と
に
、
介
護
認
定
審
査
会
で
、
審
査
・

判
定
し
ま
す
。

⑷�

認
定
結
果
通
知
書
と
介
護
保
険
証
を
送
付

し
ま
す
。

❷
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す

　

ど
ん
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
、
い
つ
、
ど
の

く
ら
い
利
用
す
る
か
を
決
め
る
計
画
を
作
り

ま
す
。

要
介
護
１
～
要
介
護
５
の
人

 

・
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
…
居
宅
介
護
支
援

　

事
業
者
へ
相
談
し
ま
す
。

 

・
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
…
介
護
保
険
施
設

　

と
直
接
契
約
し
ま
す
。

要
支
援
１
・
要
支
援
２
の
人

 

・
周
防
大
島
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

　

相
談
し
ま
す
。

 

❸�

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
ま
す

　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
は
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
介
護
保
険
課
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

在
宅
サ
ー
ビ
ス

〈
自
宅
で
利
用
す
る
〉

　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
自
宅
を
訪
問
し
て
、

身
体
介
護
や
生
活
援
助
を
行
う
訪
問
介
護
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

〈
施
設
に
通
い
（
泊
ま
り
）
利
用
す
る
〉

　

日
帰
り
で
、
入
浴
や
食
事
の
提
供
、
機
能

訓
練
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
受
け
る

通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
や
、
医
療
機

関
や
介
護
老
人
保
健
施
設
に
通
い
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
（
デ
イ
ケ
ア
）
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
短
期
間
、
介
護
老
人
保
健
施
設
な

ど
に
宿
泊
し
て
、介
護
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
受
け
る
短
期
入
所
生
活
介
護
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

〈
生
活
環
境
を
整
え
る
〉

　

歩
行
器
な
ど
の
福
祉
用
具
貸
与
や
、
入
浴
用

の
い
す
な
ど
の
購
入
費
用
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
住
宅
の
手
す
り
取
り
付
け
や
段
差

の
解
消
な
ど
の
改
修
費
用
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
購
入
費
用
・
改
修
費
用
は
限
度
額
あ
り
）

施
設
サ
ー
ビ
ス
（
要
介
護
１
～
５
の
人
の
み
）

　

介
護
や
医
療
が
長
期
間
必
要
な
人
は
、
介

護
老
人
福
祉
施
設（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
：

原
則
、
要
介
護
３
以
上
の
人
が
利
用
で
き
ま

す
）、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
に

入
所
し
て
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
ま
す
。

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス　

　

認
知
症
の
人
が
、
少
人
数
で
共
同
生
活
を

送
り
な
が
ら
介
護
や
機
能
訓
練
な
ど
を
受
け

る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
（
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
）
や
、
18
人
以
下
の
地
域
密
着
型

通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）、
在
宅
や
通
い

な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
、
介
護
や
機
能
訓
練

な
ど
を
受
け
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
　

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
制
度
を
持
続
的
に

運
営
す
る
た
め
に
、
３
年
ご
と
に
事
業
計
画

の
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
、
現
在
は
令
和
６

年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
第
９
期
介
護

保
険
事
業
計
画
と
な
り
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
は
算
出
さ
れ
た

介
護
保
険
料
基
準
額
を
も
と
に
、
所
得
に
応

じ
て
分
か
れ
て
い
ま
す
。詳
し
く
は
次
の
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※�

基
準
保
険
料
額
（
年
額
）
６
万
７
８
０
０
円

【
参
考
】
第
８
期
基
準
保
険
料
額
６
万
６
６
０
０
円

※�

第
１
段
階
、
第
２
段
階
、
第
３
段
階
の
保

険
料
は
消
費
税
増
税
に
よ
る
財
源
を
充
て

軽
減
の
強
化
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
伴
う
令
和
８
年
度

介
護
保
険
料
の
特
例
措
置

　

令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
令
和
７

年
中
の
給
与
所
得
控
除
が
55
万
円
か
ら
65
万

円
へ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
制
度
は
介
護
保
険
料
を
見
込
ん

で
介
護
保
険
事
業
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
介

護
保
険
料
は
住
民
税
の
課
税
状
況
や
合
計
所

得
金
額
を
算
定
基
準
と
し
て
い
ま
す
。
今
回

の
税
制
改
正
に
よ
り
介
護
保
険
料
の
収
入
が

減
少
し
て
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
事

業
運
営
に
支
障
が
で
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、

介
護
保
険
法
施
行
令
の
規
定
に
つ
い
て
税
制

改
正
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
改
正
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

介
護
保
険
制
度 

の
サ
ー
ビ
ス 

と 

保
険
料 

　

介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
皆
さ
ん
で
介
護
が
必
要
な
方
を
支
え
合
う
制
度
で
す
。
市

区
町
村
が
保
険
者
と
な
り
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
保
険
料
と
公
費
を
財
源
に
運
営
し
て
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

  

問
介
護
保
険
課 

介
護
保
険
班　

☎
０
８
２
０
（
73
）
５
５
０
３

１

２

３

所得段階 対象者 算定式 年額

第 1段階
①生活保護受給者
②町民税非課税者かつ老齢福祉年金※１受給者
③町民税非課税世帯で、前年の合計所得金額＋課税年金収入※２が 82 万 6,500 円以下の人

基準額
　　× 0.285 19,320 円

第２段階
町民税非課税世帯で、前年の合計所得金額＋課税年金収入が 82 万 6,500 円を超え 120 万
円以下の人

基準額
　　× 0.485 32,880 円

第３段階 町民税非課税世帯で、前年の合計所得金額＋課税年金収入が 120 万円を超える人 基準額
　　× 0.685 46,440 円

第 4段階 町民税課税世帯で、
本人に町民税が
課税されてない

前年の合計所得金額＋課税年金収入が 82 万 6,500 円以下の人 基準額× 0.9 61,020 円

第 5段階 前年の合計所得金額＋課税年金収入が 82 万 6,500 円を超える人 基準額× 1.0 67,800 円

第６段階

本人に町民税が
課税されている

前年の合計所得金額が年間 120 万円未満の人 基準額× 1.2 81,360 円

第７段階 前年の合計所得金額が年間 120 万円以上 210 万円未満の人 基準額× 1.3 88,140 円

第８段階 前年の合計所得金額が年間 210 万円以上 320 万円未満の人 基準額× 1.5 101,700 円

第９段階 前年の合計所得金額が年間 320 万円以上 420 万円未満の人 基準額× 1.7 115,260 円

第 10 段階 前年の合計所得金額が年間 420 万円以上 520 万円未満の人 基準額× 1.9 128,820 円

第 11 段階 前年の合計所得金額が年間 520 万円以上 620 万円未満の人 基準額× 2.1 142,380 円

第 12 段階 前年の合計所得金額が年間 620 万円以上 720 万円未満の人 基準額× 2.3 155,940 円

第 13 段階 前年の合計所得金額が年間 720 万円以上の人 基準額× 2.4 162,720 円

※１老齢福祉年金は明治 44 年４月１日以前に生まれた人が受給している年金です。
※２課税年金収入＝老齢年金等の収入（遺族、障害年金等の非課税年金以外）

第９期（令和６年度～令和８年度）の介護保険料

　

令
和
８
年
度
の
介
護
保
険
料
の
算
定
に

限
り
、
給
与
収
入
が
55
万
１
千
円
以
上

１
９
０
万
円
未
満
の
人
は
、
介
護
保
険
料
の

算
定
基
準
と
な
る
合
計
所
得
金
額
が
税
制
改

正
前
の
水
準
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
、
住
民
税

の
課
税
・
非
課
税
段
階
の
判
定
に
つ
い
て
も

同
様
に
、
税
制
改
正
前
の
基
準
に
基
づ
い
て

計
算
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
税
制
改
正
の

影
響
に
よ
り
令
和
８
年
度
の
住
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
介
護
保
険
料
の
所

得
段
階
は
課
税
と
み
な
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
を
持
続
し
て
い
く
た
め
の
措

置
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　

介
護
保
険
料
の
納
め
方

40
～
64
歳
の
人
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の
保
険
料

　

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
保
険
料
と
合

わ
せ
て
納
め
ま
す
。

65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料

 

・
受
給
す
る
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人

　
（
月
額
１
万
５
０
０
０
円
以
上
の
人
）

　

年
金
の
支
払
い
（
年
６
回
）
の
際
に
、
介

護
保
険
料
が
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）

に
な
り
ま
す
。

 

・
受
給
す
る
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人

　

や
年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た
人
な
ど

　

普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
の
で
、
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
で
個
別
に
納
め
ま
す
。
各
総

合
支
所
・
出
張
所
、
町
指
定
の
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
等
で
の
ご
納
付
ま
た
は
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

コ
ン
ビ
ニ
納
付
で
は
、
納
付
書
を
ホ
ッ
チ

キ
ス
で
留
め
た
も
の
な
ど
、
納
付
で
き
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付

が
で
き
な
い
場
合
は
、
納
付
書
裏
面
に
記

載
の
金
融
機
関
ま
た
は
役
場
窓
口
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
、
便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
町
指
定

の
金
融
機
関
で
手
続
き
で
き
ま
す
。

※�

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
で
介
護
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
減
免
や
徴
収
猶

予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
収

入
や
所
得
等
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●�

令
和
８
年
度
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書

（
決
定
通
知
書
）
に
つ
い
て
は
、
７
月

中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
の
利
用

者
負
担
は
、
通
常
は
介
護
給
付
費
の
１
～

３
割
で
す
が
、
滞
納
期
間
に
応
じ
て
、
利

用
者
が
費
用
の
全
額
を
い
っ
た
ん
自
己
負

担
と
な
る
場
合
や
、
利
用
者
負
担
が
３
割

ま
た
は
４
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
が
受
け
ら
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。


